
船舶事故等調査報告書 

平成２１年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第１２号 

事故等名 貨物船ニューちとせ引船第八山福丸引船列衝突 

発生年月日時刻 平成２１年１月６日１４時４０分ごろ 

発生場所 広島県大竹市 安芸白石灯標から真方位０１８°４,５００ｍ 

（北緯３４°１３.０″、東経１３２°２１.８″） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年１月２２日広島･地方事故調査官がＡ船船長から口述聴取し、１

月２６日照会文書回答、１月２６日、２月１０日口述聴取、Ｂ船船長から２月

２日照会文書回答、２月１０日、２月１９日口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ニューちとせ １５１トン 

１２７２８２ 

個人所有 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ 引船 第八山福丸 １９トン 

    ２７３－９８３８ 

    個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 五級海技士(航海) 

Ｂ 船長 一級小型船舶操縦士 

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 船首部ペイント剥離 

Ｂ なし 

事故等の経過 Ａ船は、山口県柳井港に向け針路２０８°９.５ノット（kn）の速力で航行中、Ｂ船は、広島

県大竹市阿多田島沖にかき養殖筏３基を移動するためえい
・ ・

航して針路２９９°１.１kn

の速力で航行中、平成２１年１月６日１４時４０分ごろ、Ａ船とＢ船がえい
・ ・

航中のかき養

殖筏が衝突した。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

Ａ船は、進行方向の海面が太陽光の反射で見えにくかった

が、レーダーを使用するなどの適切な見張りを行わなかった

可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、Ａ船を初認後、避けてくれるものと思い動静監視を行

わず、警告信号を行わなかった可能性があると考えられる。

原因 本事故は、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が西北西進中、両船とも適切な見張りを行ってい

なかったため、Ａ船とＢ船が曳航中のかき養殖筏とが衝突したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

その他の事項 Ａ船船長は、事故後、昼間の視界のよいときでも、レーダーを作動させ厳重に見張り

を行うようになった。 

 




